別添３－２
事業計画書作成要領（セメント原材料化）



令和８年度

高須浄化センター下水汚泥収集運搬処分委託業務

（セメント原材料化）

事業計画書作成要領

　高　知　県

1． 趣　旨
　本事業計画書作成要領（以下「本要領」という。）は、高知県（以下「県」という。）が管理する高須浄化センターにおいて、県が、資源循環型社会の構築及び環境負荷の軽減に資することを目的に、下水汚泥収集運搬処分委託業務（以下「本業務」という。）の契約を行うにあたり、契約を希望する事業者（以下「事業者」という。）のうちセメント原材料化を希望する事業者が作成する事業計画書及び関係書類について、従うべき要件、遵守すべき事項、提出資料様式等を規定するものである。

　
2． 従うべき要件

　　Ⅰ．施設の要件

１　業務実施の前提条件

本業務で使用する下水汚泥セメント原材料化施設（以下「施設」という。）は、次の条件を前提とすること。

2． 処理対象物

本業務は高須浄化センターで発生する下水汚泥（脱水ケーキ）を処理するものであるが、セメント原材料化するにあたりその他の処理物、副資材等の混入は可とする。

2． 成分等

高須浄化センターで発生する下水汚泥の成分等は表１に示し、有害物質含有量等は別紙に示す。

2． 計画処理量

１２，２２１トン（予定･総量であり個別配分については委員会により決定する）

2． その他

高須浄化センターでは、令和３年４月から下水汚泥の消化処理を行っている。

また、令和８年度はケーキ投入クレーン等の更新工事により汚泥ピットが利用出来ない期間があるため、それに伴い汚泥の搬出について通常の積載量よりも少ない量で搬出しなければならない可能性がある。県の指示により積載量が通常より明らかに少なくなった場合は運搬料についてｔ当たりの費用ではなく1台当たりとして費用を支払うよう別途協議する。
表1　高須浄化センター消化汚泥の性状分析結果

	蒸発残留物（固形分）
	含水率
	強熱減量
	CODcr
	全窒素
	アンモニア性窒素
	リン
	脂質

	％
	％
	％
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	％

	19.3
	80.7
	77.8
	150,000
	11,700
	1,700
	3,260
	1.1


出典（蒸発残留物～強熱減量）：高須浄化センターでの分析結果の平均値（令和6年度)
出典（CODcr～脂質）：高知県高須浄化センター脱水ケーキの流動性に関する基本性状分
析調査結果（令和3年8月　日本下水道事業団により実施）

　　
２　施設全般

（1） 位置等　

施設は、各種法令や規格等に準拠した施設であること。

（2） 操業日時

本業務の下水汚泥搬出操業日時は次のとおりとする。なお、搬出として最低限確保すべき操業日及び操業稼働時間を定めるものであり、時節による変動等は契約交渉時に決定するものとする。なお、施設、車両等の保守、点検等のため、やむなく操業を停止する場合には、県と協議のうえ、施設の操業停止の日程を定めるものとする。

操業日時

	作業項目
	操業日
	操業・稼働時間

	下水汚泥搬出
	毎日
	7:30～18:30


（3） 施設の搬出入道路

搬出入道路は、十分な道路幅員等が確保されている等、本業務で使用する搬出入予定車両に支障がないよう道路幅員等が確保されていること。

（４）施設への給水

給水は、給水源（元）による規定等を遵守して施設内へ導入されること。

（５）公害防止基準等

公害防止基準としては、本要領に定める規定のほか、法令や条例で定めている各種の規制基準値等を遵守するものとする。

ア　騒音に関する基準値

騒音については、騒音規制法の規定を遵守すること。また、規定を遵守するのみならず、周辺配慮としての対策、考慮を図ること。

　　　　　

イ　振動に関する基準値

　振動については、振動規制法の規定を遵守すること。また、規定を遵守するのみならず、周辺配慮としての対策、考慮を図ること。

ウ　臭気に関する基準値

　臭気については、悪臭防止法の規定を遵守すること。また、規定を遵守するのみならず、周辺対策としての対策、考慮を図ること。

エ　排水に関する基準値

排水処理施設の位置する地域の排水基準を遵守し、必要な前処理設備を設け、下水道や浄化槽等にて適切に処理されること。また、規定を遵守するのみならず、周辺配慮としての対策、考慮を図ること。

ⅰ　下水道の場合

　下水道に放流する場合には、下水道法、水質汚濁防止法、及び各市町村等の下水道条例等の規定を遵守すること。

　ⅱ　浄化槽の場合

　浄化槽にて放流する場合には、浄化槽法の規定を遵守すること。

　　　３　各種施設設備

　　　　本業務のセメント製品が良好な品質を保ち、また環境への影響を極力避ける等のため、使用する各種の施設設備は次の事項の対策、配慮がされていることとする。

1 各設備共通事項

· 施設は建築基準法、消防法、労働安全衛生法その他関係法令に準拠したものとする。

· 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、散水装置、消火器その他の消火設備を備えること。

· 各設備は地震力に対して構造耐力上安全であり、地震発生時に重大な事故に至らないよう、必要な措置を施すこと。

· 処理対象物や生成される製品の飛散及び臭気の発散を防止する構造や対策が施されていること。

· 敷地境界において、２．Ⅰ．２（５）のア及び同イの基準を満足するよう、防音措置等の適切な対策を施した設備とし、著しい騒音及び振動を発生して、周囲の生活環境を損なわないものであること。

· 臭気を発する可能性のある施設・設備については、２．Ⅰ．２（５）のウの基準を満足するよう、密閉構造や脱臭装置等を取り入れるなど、必要な措置を講ずること。

· 処理対象物の保有水及び処理対象物の処理に伴い生ずる汚水又は廃液が、漏れ出し及び地下に浸透しない構造のものであること。

· 物質収支を把握できる構造を備えていること。

（2） 受入供給設備

· 搬入車両に積載されたままの状態で、処理対象物の重量を測定、記録し、かつ、記録を保存するための設備を設けることが望ましい。なお、搬入車両の渋滞等がないようにすること。

· 安定的な処理のために、搬入量の変動、年間運転計画、気象条件等を考慮し、余裕を持った能力を有する受入、貯留・保管ピットが設けられていること。

· 下水汚泥は密閉式車両を利用し、投入口へ直接投入する構造であることが望ましい。

· 本業務外の家畜糞、木質残さ等の処理対象物の受け入れも臭気漏れがないような密閉型の構造物であることが望ましい。

· それぞれの受入設備の投入部においては、外部からの害虫の侵入がないこと。また、周辺も含めて清潔な環境を長期間にわたって清潔に保てる状態にすること。

· 受入設備は、搬入の段階で処理不適物が適切に排除できる構造とすること。

· 処理対象物、異物、セメント製品、副資材等の保管場所は、ネズミ、蚊、ハエ等害虫が発生しないこと。

（3） セメント原材料化設備

· 全工程にわたり、外部への臭気の漏れがないよう努めること。また、作業環境も考慮し、必要に応じて、換気設備及び脱臭設備も設けること。

· 混合工程では、受入設備や投入設備からの搬送の際に、処理対象物の漏れや垂れ等が発生しない構造とし、長期間にわたって清潔に維持できる構造とすること。また、計画処理量を適切に混合できる能力を有する設備とすること。

（4） 貯留保管設備

　　ア　各貯留・保管設備に共通の事項

· 貯留設備内に雨水及び地下水等が侵入しないよう、必要な措置を講ずること。

· 貯留・保管設備を屋外に設置する場合には、屋根、覆い等を設け、降雨、降雪等により貯留・保管物の搬出入が影響を受けない構造であること。

· 貯留・保管設備からの粉じん等の飛散、汚水等の流出又は地下浸透、臭気等の発散、害虫等の発生が生じないよう、必要な措置を講ずること。

イ　異物貯留・保管設備

· セメント原材料化の工程で排除した異物を貯留・保管する設備を設けること。

ウ　セメント製品貯留・保管設備

· 計画処理量、搬入量の変動、セメント製品の販売計画等を考慮し、貯留・保管能力に充分な余力を見込んだ大きさとすること。

（5） 排水処理設備

施設内で発生する排水は、下水道や浄化槽の基準値を遵守し、必要に応じた排水処理設備を設けていること。

（6） その他の設備

· 機械騒音が著しい送風機やコンプレッサ等については、適切な防音対策が施されていること。

· 電気設備として、常時電源の確保はもちろんのこと、停電等の予備対策が施されていることが望ましい。

· 本施設の搬出入口において、搬出入車両の足回りの洗浄等ができるような設備を設け、衛生面での配慮がなされていること。

· セメント原料化施設の円滑な運転、セメント製品の品質管理を行うため、施設内に分析・測定設備を設けていることが望ましい。また、その場合は、分析や計測の方法は、原則として、JIS（日本工業規格）に定められた方法がある場合は、JIS法（工業標準化法、昭和24年法律第185号）に準拠するものとする。

· 地域住民等への情報公開、環境意識の啓発等の観点から、施設の見学を希望する者が安全に施設の見学を行えるよう、配慮すること。

· 受注者は、本施設の維持管理に関する事項を記録し、環境保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させること。

· 施設運転監視、各種計測、処理対象物の搬入等の各種管理システムが施されているのが望ましい。

· 施設運営期間中の労働安全対策がされていること。

　　　４　その他の要件

· 高須浄化センターから本施設、本施設から主なセメント製品搬出先の路線上、予定運搬車両での支障がないこと。

· 施設内の機器は、日常点検作業の動線、補修・整備作業及び工事所要スペースを確保していること。

　　Ⅱ．事業者の業務運営上の要件

　　　１　施設運営・保守管理

施設における下水汚泥、その他の処分計画や施設保守点検等の管理計画がたてられていること。また、次に掲げる内容が加味されていること。

· 生成物の品質を守るための人員配置計画がされていること。

· 運搬車両運転手や各施設の運転技術者の人数が適切で、運転管理体制が整備されていること。

　　　２　各種環境への配慮

　　　　各種環境対策や施される施設条件の他、次の対策、考慮を検討すること。

　　　　（１）省エネ対策

　　　　（２）搬出入経路の周辺対策

　　　　　　　センターからの下水汚泥の運搬車両は密閉式車両とすること。（予定車両については車両番号を記載し、代表写真と車検証の写しを添付すること。）

　　　　（３）施設周辺の景観対策

　　　　（４）その他

3． その他概要提示

その他次の概要を提示すること。なお、提示された内容は予定を含めたもので可とするが、大幅な変更がないよう十分注意すること。

Ⅰ．セメント製品の販売計画

　本業務期間中に製造されるセメント製品の販売先、販売価格、販売量、予備対策等を具体的に検討し、提示すること。

Ⅱ．事業経営方針

　　事業者としての、今後の経営方針を提示すること。

　　１　特徴的な保有技術や今後推進していく技術等

　　２　今後数年間のビジネスプラン

Ⅲ．経営に関する留意事項

　　次の事項に関しての対応策を具体的に検討し、提示すること。

　　１　経営悪化時の対応策

　　本業務の期間中に事業者の経営が悪化した場合の対応策の提示。

２　リスクの対応策

　　次のリスクの対応策を検討して提示。

　　（１）施設設備の故障時予備対策

　　（２）セメント製品の販売先の予備確保

　　（３）生成されたセメント製品が不良の場合の対策（不良品の再利用・処分方法、販売先調整等）

３　計画処理量の変動対応策

　　本業務の計画処理量は２．Ⅰ．１の（３）であるが、予定量の増に対する対応余力を提示すること。

４．提出資料及び様式

提出資料一覧

	
	資料名
	様式
	留意事項

	1
	事業計画書
	-1
	

	2
	実績表
	-2
	

	3
	施設全体配置図
	自由様式
	基本縮尺1/1000程度　公道からの搬出入道路含む

	4
	全体動線計画図（施設内及び施設への利用路線）
	自由様式
	基本縮尺　施設内1/1000程度　施設外1/10000程度

	5
	処理基本数値計算書
	-3
	

	6
	設備概要説明書
	自由様式
	

	7
	主要プロセス説明書
	自由様式
	

	8
	制御システム説明書
	自由様式
	

	9
	各種防止対策調書
	-4
	

	10
	各種主要機器配置図
	自由様式
	

	11
	フローシート
	自由様式
	下水汚泥受入～セメント販売先までのフロー

	12
	環境配慮調書
	-5
	

	13
	運営概要書
	-6
	

	14
	セメント製品の販売計画書
	自由様式
	

	15
	経営に関する留意書
	-7
	

	16
	運搬説明書
	-8
	

	17
	下水汚泥受入可能量調査票
	-9
	


注）上記提出資料は提出必須であり、各資料の各事項欄に該当が無い場合でも“なし”と記入して（空欄は不可）、全資料を提出すること。原則Ａ４とし、枚数の制限はしない。

（様式－１）

年　　月　　日　

　高知県知事

濵田　省司　様

事　業　計　画　書

　高須浄化センター下水汚泥収集運搬処分委託業務を希望したく、次のとおり関係書類を添えて申請します。

	申

請

者
	フリガナ
	

	
	名称
	

	
	代表者の

職・氏名
	職　名
	
	フリガナ
	

	
	
	
	
	氏　名
	　　　　　　　印

	
	主たる事務所の所在地
	（郵便番号　　－　　　）

	
	
	電話番号
	
	ファクシミリ番号
	

	
	セメント原材料化処理施設の所在地
	（郵便番号　　－　　　）

	
	
	電話番号
	
	ファクシミリ番号
	


	（別添関係書類）

・実績表
・施設全体配置図
・全体動線計画図（施設内及び施設への利用路線）
・処理基本数値計算書
・設備概要説明書
・主要プロセス説明書
・制御システム説明書
・各種防止対策調書
・各種主要機器配置図
・フローシート
・環境配慮調書
・運営概要書
・セメント製品の販売計画書
・経営に関する留意書

・運搬説明書

・下水汚泥受入可能量調査票


（様式－２）

実績表

	区分
	処理対象物
	*3

処理量
	*4

搬出施設等の名称
	*5

搬入施設等の名称
	時期

	備考


	
	*1

下水汚泥
	*2

生し尿
	家畜糞
	食品残さ
	木材
	その他
	
	
	
	
	

	現有施設の実績
	　(記入例)

脱水ケーキ
	　
	　
	　
	　
	　
	　１０t/日
	　○○地区下水処理センター
	本施設
	　H10～
	　

	
	　(記入例)


	　
	　豚糞
	食品残さ　
	　オガクズ
	　
	　５t/日
	　△△町内農家
	本施設
	　H5～
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	本施設
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	本施設
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	本施設
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	本施設
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	本施設
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	本施設
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	本施設
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	本施設
	　
	　

	他の施設の実績
	　(記入例)

乾燥汚泥
	　
	　
	　
	　
	　
	3000

t/年
	▲▲地区下水処理センター　
	●●組合堆肥センター
	　H14～
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	その他考慮できる業務実績
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（注意）

*1下水汚泥は脱水ケーキ、乾燥汚泥、濃縮汚泥等で分別すること

*2 生し尿と浄化槽汚泥で分別すること

*3処理量はｔ／日又はｔ／年とする

*4処理対象物の搬出元

*5他の施設の場合は搬入・セメント製品化施設を記入
　
　


（様式－３）

処理基本数値計算書

	１．下水汚泥の受入条件
	（受入脱水ケーキの成分等の条件）


	

	２．物資収支図及び計算
	（脱水ケーキ10t／日想定のセメント生産の収支計算）


	

	３．受入供給設備計算


	（受入ピット、貯留・保管ピットの貯留能力と上記搬入処理対象物量との対比）


	


（様式－４）

各種防止対策調書
	各種の防止対策として次の事項の対策、配慮事項、設備の検査、保守点検頻度等を記入

（労働安全対策）

（騒音・振動防止対策）

（臭気対策）

（水質汚染対策）

（製品基準）

（セメント製造過程の処理不適物、異物の種類、基準等の定義）




（様式－５）

環境配慮調書

	各種対策を検討すること

（省エネ対策：省エネ仕様設備、各種省エネ運動・活動等）

（搬出入経路周辺対策：下水汚泥の密閉式運搬車両の概要、製品の搬出車両の概要、その他の配慮等）

（施設周辺対策：施設外観配慮・調和、清潔感の維持等）

（その他：地域住民への環境社会貢献施設としてのＰＲ事例等）




（様式－６）

運営概要書

	業務期間中の本業務のみならず、その他の下水汚泥や廃棄物等の処理施設運営の概略

（他の処理物を含めた施設処理計画）

（上記計画を踏まえた人員配置計画）

（上記計画を踏まえた運転管理体制）

今後の事業計画等

（特徴的保有技術・今後推進していく技術等）

（今後数年間のビジネスプラン）


（様式－７）

１／２

経営に関する留意書　

	１．経営悪化時の対応策
	（コスト下げ策や提携事業者との協力関係等）


	

	２．リスクの具体的対応策

	（施設設備の故障時予備対策を具体的に）


	

	
	（セメント製品の販売先の予備確保）


	

	
	（生成されたセメント製品が不良の場合の再利用・処分方法、販売出来なかった場合の販売先調整等）

	

	３．下水汚泥搬入予定量増の対応余力
	（日当たり処理量増の場合の対応可能範囲）


	他の処理物の供給も考慮すること

	
	（業務内予定量増の場合の対応可能範囲）

施設設備面：

販売先融通面：


	同上


（様式－８）

運搬説明書

	（下水汚泥の運搬方法）

（運搬経路）

　※運搬経路図を添付すること

（使用車両）

　※使用する運搬車の一覧表、自動車検査証及び写真を添付すること

※　処分業者が自社で運搬を行わない場合は、その旨を記載し、運搬業者から様式１及び８を提出させること。


（様式－９）

下水汚泥受入可能量調査票

１．処理能力から決まる下水汚泥の受入可能量：①　　　　　　　　　　　　　　　（単位：トン／年）

２．高須浄化センター以外からの下水汚泥の受入予定量：②　　　　　　　　　　　（単位：トン／年）

　（他機関、民間企業等からの受入予定量）

３．高須浄化センターからの受入可能量：①－②　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：トン／年）

４．高須浄化センターからの月毎の受入可能量

	
	年間受入可能量

	
	４月
	５月
	６月
	７月
	８月
	９月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	合計

	月毎

受入

可能量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	日最大

受入

可能量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


≪参考資料≫

高須浄化センターからの下水汚泥搬出ピッチ

	その他（連絡事項等）

	　

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


　（予定）

	　
	時間
	搬出汚泥量

	①
	7:30
	9.2ﾄﾝ

	②
	9:15
	9.2ﾄﾝ

	③
	11:00
	9.2ﾄﾝ

	④
	12:00
	9.2ﾄﾝ

	⑤
	14:30
	9.2ﾄﾝ

	⑥
	15:30
	9.2ﾄﾝ

	⑦
	18:00
	9.2ﾄﾝ


下水汚泥受入可能量調査票
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